
○
総
務
省
令
第
八
十
一
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
百
六
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
八
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規
定
の
都
へ
の
準
用
）

（
法
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規
定
の
都
へ
の
準
用
）

第
一
条
の
二

法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い

第
一
条
の
二

法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い

て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
条
の
二
の
十
の
規
定
を

て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
条
の
二
の
八
の
規
定
を

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
政
令
第
九
条
の
七
第
七
項
及
び
第
二
十
九
項
の
割
合
等
）

（
政
令
第
九
条
の
七
第
七
項
及
び
第
二
十
九
項
の
割
合
等
）

第
三
条
の
二

［
略
］

第
三
条
の
二

［
同
上
］

２

政
令
第
九
条
の
七
第
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

政
令
第
九
条
の
七
第
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

政
令
第
九
条
の
七
第
九
項
（
同
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
内
国
法
人
又

五

政
令
第
九
条
の
七
第
九
項
（
同
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
内
国
法
人
又

は
外
国
法
人
の
同
条
第
十
一
項
各
号
に
定
め
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る

は
外
国
法
人
の
同
条
第
十
一
項
各
号
に
定
め
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る

道
府
県
民
税
の
控
除
余
裕
額
（
第
四
項
第
一
号
及
び
第
十
条
の
二
の
六
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
道
府
県

道
府
県
民
税
の
控
除
余
裕
額
（
第
四
項
第
一
号
及
び
第
十
条
の
二
の
四
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
道
府
県

民
税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）
と
み
な
さ
れ
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

民
税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）
と
み
な
さ
れ
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

［
六

略
］

［
六

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

４

政
令
第
九
条
の
七
第
三
十
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
法
第
五
十
三
条
第
二
十
四
項
の
規

４

政
令
第
九
条
の
七
第
三
十
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
法
第
五
十
三
条
第
二
十
四
項
の
規

定
に
よ
る
控
除
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
に
お
い
て
課
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
外
国

定
に
よ
る
控
除
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
に
お
い
て
課
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
外
国

の
法
人
税
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
国
の
法
人
税
等
」
と
い
う
。
）
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

の
法
人
税
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
国
の
法
人
税
等
」
と
い
う
。
）
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
に
係
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
規
定
に
係
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

政
令
第
九
条
の
七
第
二
項
又
は
第
八
項

控
除
限
度
超
過
額
又
は
同
項
に
規
定
す
る
国
税
の
控
除
余
裕
額

一

政
令
第
九
条
の
七
第
二
項
又
は
第
八
項

控
除
限
度
超
過
額
又
は
同
項
に
規
定
す
る
国
税
の
控
除
余
裕
額

（
第
十
条
の
二
の
六
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
国
税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）
、
道
府
県
民
税
の
控

（
第
十
条
の
二
の
四
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
国
税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）
、
道
府
県
民
税
の
控

除
余
裕
額
若
し
く
は
政
令
第
九
条
の
七
第
八
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額
（
第
十
条
の
二
の

除
余
裕
額
若
し
く
は
政
令
第
九
条
の
七
第
八
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額
（
第
十
条
の
二
の

四
第
二
項
第
五
号
及
び
同
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）
に
係

四
第
二
項
第
五
号
及
び
同
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）
に
係

る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
う
ち
最
も
古
い
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
又

る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
の
う
ち
最
も
古
い
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
又

は
各
連
結
事
業
年
度
の
政
令
第
九
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
国
税
の
控
除
限
度
額
（
同
号
に
お
い
て
「
国

は
各
連
結
事
業
年
度
の
政
令
第
九
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
国
税
の
控
除
限
度
額
（
同
号
に
お
い
て
「
国

税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
、
同
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
の
控
除
限
度
額
（
同
号
に
お
い
て
「
道

税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
、
同
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
の
控
除
限
度
額
（
同
号
に
お
い
て
「
道

府
県
民
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額
（
同

府
県
民
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額
（
同

号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
並
び
に
当
該
各
事
業
年
度
又
は
各
連

号
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
並
び
に
当
該
各
事
業
年
度
又
は
各
連

結
事
業
年
度
に
お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

結
事
業
年
度
に
お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

［
二

略
］

［
二

同
上
］

（
個
人
の
事
業
税
に
係
る
申
告
書
の
様
式
等
）

（
個
人
の
事
業
税
に
係
る
申
告
書
の
様
式
等
）

第
六
条
の
七

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

（
申
告
書
の
付
記
事
項
）

（
申
告
書
の
付
記
事
項
）

第
六
条
の
八

法
第
七
十
二
条
の
五
十
五
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

第
七
条
の
二

［
同
上
］

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］



二

所
得
税
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
と
さ
れ
な
か
つ
た
親
族
に
つ
き
法
第
七
十

二

所
得
税
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
と
さ
れ
な
か
つ
た
親
族
に
つ
き
法
第
七
十

二
条
の
四
十
九
の
十
二
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す

二
条
の
四
十
九
の
十
二
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す

る
青
色
事
業
専
従
者
の
氏
名
、
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

る
青
色
事
業
専
従
者
の
氏
名
、
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
事
業
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
青
色
事
業
専
従
者
に

及
び
そ
の
青
色
事
業
専
従
者
に
支
給
し
た
給
与
の
総
額

支
給
し
た
給
与
の
総
額

［
三
～
八

略
］

［
三
～
八

同
上
］

（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
個
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

第
七
条

政
令
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
第
十
四
号
の
三
様
式
と
す

［
新
設
］

る
。

２

政
令
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
の
申
立
て
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
税
額
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
三
の

三
第
十
六
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
に
基
づ
き
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
及
び
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条
約
相
手
国
等
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約

相
手
国
等
を
い
う
。
）
と
の
間
の
相
互
協
議
（
同
項
に
規
定
す
る
相
互
協
議
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三

政
令
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
供
託
書
の
正

本
、
抵
当
権
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
、
保
証
人
の
保
証
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
担
保
の
提
供
に

関
す
る
書
類

（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
通
知
）

第
七
条
の
二

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

［
新
設
］

事
項
と
す
る
。

一

租
税
条
約
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
租
税
条
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
事
業
税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

の
所
在
地
及
び
個
人
番
号

二

前
号
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
日

三

第
一
号
の
申
立
て
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
を
い
う
。
）
の
年
分

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
事
業
税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地
及
び
個
人
番
号

二

前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
政
令
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項



３

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一

租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
事
業
税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地
及
び
個
人
番
号

二

前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
合
意
が

行
わ
れ
た
日

三

前
号
の
合
意
に
基
づ
く
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
第

三
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
を
い
う
。
）
の
年
分

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
条

［
略
］

第
十
条

［
同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

９

法
人
（
法
第
二
百
九
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
第
十
条
の
二
の
六
に
お

９

法
人
（
法
第
二
百
九
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
第
十
条
の
二
の
四
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
納

い
て
同
じ
。
）
が
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
納

付
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
二
十
二
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
様

付
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
二
十
二
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
様

式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
の
様
式

式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
の
様
式

を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
付
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
付
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

第
十
条
の
二
の
三

政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
第
十
九
号
様
式

［
新
設
］

と
す
る
。

２

政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一

法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
二
第
一
項
の
申
立
て
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
額
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条

の
三
の
三
第
十
六
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
に
基
づ
き
課
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
及
び
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条
約
相
手
国
等
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
二
第
一
項
に
規

定
す
る
条
約
相
手
国
等
を
い
う
。
）
と
の
間
の
相
互
協
議
（
同
項
に
規
定
す
る
相
互
協
議
を
い
う
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三

政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
九
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
供
託
書
の
正

本
、
抵
当
権
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
、
保
証
人
の
保
証
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
担
保
の
提
供
に

関
す
る
書
類

（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
通
知
）

第
十
条
の
二
の
四

法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

［
新
設
］

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

租
税
条
約
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
租
税
条
約
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及

び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、



住
所
及
び
個
人
番
号

二

前
号
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
日

三

第
一
号
の
申
立
て
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十

三
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
を
い
う
。
）
の
年
分

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一

租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号

二

前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３

法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一

租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号

二

前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
合
意

が
行
わ
れ
た
日

三

前
号
の
合
意
に
基
づ
く
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三

第
三
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
を
い
う
。
）
の
年
分

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
十
条
の
二
の
五
～
第
十
条
の
二
の
十
二

［
略
］

第
十
条
の
二
の
三
～
第
十
条
の
二
の
十

［
同
上
］

第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
四
・
第
三
条
の
四
の
三
・
第
五
条
の
二
・
第
五
条
の
四
関
係
）

第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
四
・
第
三
条
の
四
の
三
・
第
五
条
の
二
・
第
五
条
の
四
関
係
）

［
様
式

別
紙
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
一

挿
入
］

［第
10号
の
５
様
式
記
載
要
領
略

］

［第
10号
の
５
様
式
記
載
要
領
同
左

］

第
十
四
号
の
三
様
式
（
第
七
条
関
係
）

［
新
設
］

［
様
式

別
紙
三

挿
入
］

第
十
九
号
様
式
（
第
十
条
の
二
の
三
関
係
）

第
十
九
号
様
式

削
除

［
様
式

別
紙
四

挿
入
］

第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
第
十
条
の
二
の
八
・
第
十
条
の
二
の
九
関
係
）

第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
第
十
条
の
二
の
六
・
第
十
条
の
二
の
七
関
係
）

［
様
式

別
紙
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五

挿
入
］

［第
22号
の
２
の
２
様
式
記
載
要
領
略

］

［第
22号
の
２
の
２
様
式
記
載
要
領
同
左

］

備
考

表
中
及
び
表
中
に
挿
入
さ
れ
る
別
紙
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
四
十
条
の
三
の
三
第
十
六
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十
三
項
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
条
の
三
の
三
第
十
二
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十
項
」
と
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
第
七
条
第
二
項
第

二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
四
十
条
の
三
の
三
第
十
六
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九

の
五
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
条
の
三
の
三
第
十
二
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十

項
」
と
す
る
。



整
理

番
号

事
務
所

申
請
区
分

管
理
番
号

法
人
番
号

区分

受
付
印

年
　
　
　
月
　
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

殿
所
在
地事
業
年
度
又
は

連
結
事
業
年
度

事
業
年
度
又
は

連
結
事
業
年
度

納
期
限

納
期
限

担
保

法
人
道
府
県
民
税

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

法
人
税
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

円円円円円円円

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

延
滞
金
額

法
人
道
府
県
民
税

法
人
税
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

延
滞
金
額

所
得
割
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
額

付
加
価
値
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

所
得
割
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
額

付
加
価
値
割
額

加
算
金
額

延
滞
金
額

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

加
算
金
額

延
滞
金
額

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記

（
電
話

）

（
ふ
り
が
な
）

（
ふ
り
が
な
）

法
人
名

相
互
協
議
申
立
て
年
月
日

代
表
者

自
署
押
印

地
方
税
法
 

の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
徴
収
猶
予
を
申
請
し
ま
す
。

第
55条

の
2第
1項
・
第
72条

の
39の

2第
1項

第
55条

の
4第
1項
・
第
72条

の
39の

4第
1項

※処理事項

発
信
年
月
日

通
信
日
付
印

確
認
印

納付すべき金額上記のうち猶予を受けようとする金額

徴
収
猶
予
の
申
請
書

第十号の五様式（第三条の四・第三条の四の三・第五条の二・第五条の四関係） ﹇別紙一﹈

012382
長方形

012382
長方形



整
理

番
号

事
務
所

申
請
区
分

管
理
番
号

法
人
番
号

区分

受
付
印

年
　
　
　
月
　
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

殿
所
在
地事
業
年
度
又
は

連
結
事
業
年
度

事
業
年
度
又
は

連
結
事
業
年
度

納
期
限

納
期
限

担
保

法
人
道
府
県
民
税

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

法
人
税
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

円円円円円円円

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

延
滞
金
額

法
人
道
府
県
民
税

法
人
税
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

延
滞
金
額

所
得
割
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
額

付
加
価
値
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

所
得
割
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
額

付
加
価
値
割
額

加
算
金
額

延
滞
金
額

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

加
算
金
額

延
滞
金
額

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記

（
電
話

）

（
ふ
り
が
な
）

法
人
名

相
互
協
議
申
立
て
年
月
日

地
方
税
法
 

の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
徴
収
猶
予
を
申
請
し
ま
す
。

第
55条

の
2第
1項
・
第
72条

の
39の

2第
1項

第
55条

の
4第
1項
・
第
72条

の
39の

4第
1項

※処理事項

発
信
年
月
日

通
信
日
付
印

確
認
印

納付すべき金額上記のうち猶予を受けようとする金額

徴
収
猶
予
の
申
請
書

第十号の五様式（第三条の四・第三条の四の三・第五条の二・第五条の四関係）

相
手
国
等
に
相
互
協
議
申
立
て
を
行
っ
て
い
る
場
合
　
□

﹇別紙二﹈



受付印
年 月 日

年 月 日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

主たる
事務所
又は
事業所
所在地 （電話 ）

（ふりがな）

氏 名

相互協議申立て年月日

地方税法第72条の57の2第1項の規定により、下記のとおり徴収猶予を申請します。

納 期 限 事 業 税 額 延 滞 金 額年 度

担 保

円 円

円 円

法律による金額

法律による金額

円 円
法律による金額

円 円
法律による金額

円 円
法律による金額

円 円
法律による金額

円 円
法律による金額

納

付

す

べ

き

金

額

上
記
の
う
ち
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

徴収猶予の申請書 第
十
四
号
の
三
様
式
（
第
七
条
関
係
）

相手国等に相互協議申立てを行っている場合　□

納 期 限 事 業 税 額 延 滞 金 額年 度

円 円

円 円

法律による金額

法律による金額

円 円
法律による金額

円 円
法律による金額

円 円
法律による金額

円 円
法律による金額

円 円
法律による金額

﹇

別
紙
三
﹈

第14号の３様式記載要領
 １　この申請書は法第72条の57の２第１項の規定に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用すること。
 ２　※印の欄は記載しないこと。



　

［

第
十
九
号
様
式

(

第
十
条
の
二
の
三
関
係

)

　
別
紙
四
］

徴収猶予の申請書

殿

）

住　　所

市町村民税額 延滞金額

納
付
す
べ
き
金
額

年　度

※

処

理

事

項

発信年月日

通信日付印 確認印

（ふりがな）

相手国等に相互協議申立てを行っている場合

円

納期限 延滞金額

円
法律による金額

円

円
法律による金額

円

円
法律による金額

円
法律による金額

円

円
法律による金額

円

円

円
法律による金額

円

法律による金額

年　度 納期限

円

円
法律による金額

円

円

円

円
法律による金額

円

円
法律による金額

円

円

法律による金額
円

円
法律による金額

円

法律による金額

受　付　印

第19号様式記載要領
 １　この申請書は法第321条の７の12第１項の規定に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用すること。
 ２　※印の欄は記載しないこと。

日

担保

（電話

地方税法第321条の7の12第1項の規定により、下記のとおり徴収猶予を申請します。

円

氏　　名

相互協議申立て年月日 年 月

年 月

市町村民税額

日

円

法律による金額
上

記

の

う

ち

猶

予

を

受

け

よ

う

と

す

る

金

額



整
理

番
号

事
務
所

申
請
区
分

管
理
番
号

法
人

番
号

区分

受
付
印

年
　
　
　
月
　
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

殿

※処理事項

発
信
年
月
日

通
信
日
付
印

確
認
印

所
在
地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記

（
電
話

）

（
ふ
り
が
な
）

（
ふ
り
が
な
）

法
人
名

相
互
協
議
申
立
て
年
月
日

代
表
者

自
署
押
印

地
方
税
法
 

の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
徴
収
猶
予
を
申
請
し
ま
す
。

第
321条

の
11の

2第
1項

第
321条

の
11の

3第
1項

事
業
年
度
又
は

連
結
事
業
年
度

事
業
年
度
又
は

連
結
事
業
年
度

納
期
限

納
期
限

担
保

法
人
市
町
村
民
税

法
人
税
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

延
滞
金
額

法
人
市
町
村
民
税

法
人
税
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

延
滞
金
額

納付すべき金額上記のうち猶予を受けようとする金額

徴
収
猶
予
の
申
請
書

第二十二号の二の二様式（第十条の二の六・第十条の二の七関係） ﹇別紙五﹈

012382
長方形

012382
長方形



整
理

番
号

事
務
所

申
請
区
分

管
理
番
号

法
人

番
号

区分

受
付
印

年
　
　
　
月
　
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

殿

※処理事項

発
信
年
月
日

通
信
日
付
印

確
認
印

所
在
地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記

（
電
話

）

（
ふ
り
が
な
）

法
人
名

相
互
協
議
申
立
て
年
月
日

地
方
税
法
 

の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
徴
収
猶
予
を
申
請
し
ま
す
。

第
321条

の
11の

2第
1項

第
321条

の
11の

3第
1項

事
業
年
度
又
は

連
結
事
業
年
度

事
業
年
度
又
は

連
結
事
業
年
度

納
期
限

納
期
限

担
保

法
人
市
町
村
民
税

法
人
税
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

延
滞
金
額

法
人
市
町
村
民
税

法
人
税
割
額

円円円円円円円

円円円円円円円

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

法
律
に
よ
る
金
額

延
滞
金
額

納付すべき金額上記のうち猶予を受けようとする金額

徴
収
猶
予
の
申
請
書

第二十二号の二の二様式（第十条の二の八・第十条の二の九関係）

相
手
国
等
に
相
互
協
議
申
立
て
を
行
っ
て
い
る
場
合
　
□

﹇別紙六﹈




